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後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
お
知
ら
せ

平
成
30
年
度
保
険
料
の
納
付

❶
2
月
に
年
金
天
引
き
だ
っ
た
人　
原

則
と
し
て
、２
月
に
年
金
天
引
き
さ
れ

た
額
と
同
額
が
、４
・
６
・
８
月
の
年
金

か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す
。な
お
、平
成
29

年
12
月
以
降
に
保
険
料
額
が
変
更
に
な

っ
た
人
な
ど
は
、年
金
天
引
き
と
な
ら

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。７
月
に
、平
成

29
年
の
所
得
金
額
を
基
に
保
険
料
額
の

確
定
を
行
い
、10
月
以
降
の
納
付
金
額

と
納
付
方
法
を
郵
送
で
通
知
し
ま
す
。

❷
2
月
に
年
金
天
引
き
で
な
か
っ
た
人

原
則
と
し
て
、７
月
か
ら
口
座
振
替
か

納
付
書
に
よ
る
納
付
と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、４
月
上
旬
に「
平
成
30
年
度
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
仮
徴
収
額
決
定

通
知
書
」が
届
い
た
人
は
、４
月
か
ら
新

た
に
年
金
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

　
♥
福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
☎
０
９
２
６
５
１・３
１
１
１
か
各
区

役
所
国
保
年
金
課
へ
。

★掲載の情報は市のホームページ（アドレスは表紙参照）でもご覧になれます　　★基本事項の記入方法は11ページを参照　　★時間は24時間表記　　♣＝開所時間　♡＝休所日

国
民
健
康
保
険
料
の
お
知
ら
せ

　

平
成
30
年
度
の
国
民
健
康
保
険
料

（
均
等
割
額
、平
等
割
額
）を
左
表
の
と

お
り
決
定
し
ま
し
た
。

　
所
得
割
額
を
含
め
た
平
成
30
年
度
の

国
民
健
康
保
険
料
は
、６
月（
特
別
徴
収

の
人
は
７
月
）に
通
知
し
ま
す
。

　
介
護
分
の
対
象
は
、国
民
健
康
保
険

に
加
入
し
て
い
る
40
〜
64
歳
の
被
保
険

者
で
す
。

平
成
30
年
度
の
改
正
点

　
医
療
分
の
賦
課
限
度
額
が
４
万
円
引

き
上
が
り
58
万
円
に
な
り
ま
す
。（
後
期

高
齢
者
支
援
金
分
と
介
護
分
の
賦
課
限

度
額
の
19
万
円
と
16
万
円
は
変
わ
り
ま

せ
ん
）

低
所
得
者
に
対
す
る
国
民
健
康
保

険
料
の
軽
減
に
つ
い
て

　
国
の
定
め
る
所
得
基
準
を
下
回
る
世

帯
は
保
険
料
の
均
等
割
額
、平
等
割
額

が
軽
減
さ
れ
ま
す
。軽
減
の
対
象
世
帯

か
ど
う
か
の
判
定
は
、左
表
の
合
計
所

得
の
額
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ま
す
。

平
成
30
年
度
の
改
正
点

　
５
割
軽
減
と
２
割
軽
減
の
軽
減
対
象

の
範
囲
が
変
わ
り
ま
す
。加
入
者
１
人

当
た
り
の
基
準
額
が
、５
割
軽
減
に
つ

い
て
は
27
万
円
か
ら
27
万
５
０
０
０
円

に
、２
割
軽
減
に
つ
い
て
は
49
万
円
か
ら

50
万
円
に
な
り
ま
す
。

　
♥
各
区
役
所
国
保
年
金
課
へ
。

医療分 後期高齢者支援金分 介護分
均等割額（被保険者1人の額） 2万310円 7200円 7760円 
平等割額（1世帯の額） 2万4100円 8660円 6980円 

所得割額 世帯の被保険者全員の平成29年分の所得に応じて算出。
料率は5月末に決定。

賦課限度額 58万円 19万円 16万円 
※国民健康保険料の年額は、上記の「均等割額」「平等割額」「所得割額」を合算した金額
となります。
※後期高齢者医療制度の被保険者が国民健康保険から脱退したため、国民健康保険に
単身加入となる世帯について平等割額を軽減します。

軽減割合 軽減の基準（前年中の所得）（「世帯主＋世帯主を除く被保険者＋特定
同一世帯所属者」の前年中の合計所得）

7割 合計所得が、33万円以下の場合 

5割 合計所得が、33万円＋（27.5万円×被保険者数及び被保険者と同一
世帯に属する特定同一世帯所属者数の合計）以下の場合 

2割 合計所得が、33万円＋（50万円×被保険者数及び被保険者と同一世
帯に属する特定同一世帯所属者数の合計）以下の場合

※軽減判定の際は、擬制世帯主の所得を含みます。
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度に
移行した人で移行後も引き続き国民健康保険被保険者と同一世帯に属する人のこ
とです。

平成30年度保険料の料率と軽減
●保険料率が変更されました
　保険料（年額）の計算式＝均等割額（5万6085円）＋所得割額（【被保険者の総所得金額等（※1）－33
万円】×10.83％）【賦課限度額は62万円】（※1）前年中の公的年金等所得、給与所得、その他の所得
の合計で、各種所得控除前の金額。
●均等割額の軽減
　世帯の所得などに応じて、均等割額が軽減されます。
均等割額の
軽減割合

軽減後の均等割額
（年額）

同一世帯内の被保険者及び世帯主の軽減対象所得金額（※2）
の合計額

9割軽減 5608円 【33万円以下】かつ【被保険者全員が年金収入80万円以下で、
その他の所得がない】 

8.5割軽減 8412円 33万円以下 
5割軽減 2万8042円 【33万円＋27万5000円×被保険者数】以下 
2割軽減 4万4868円 【33万円+50万円×被保険者数】以下

（※2）基本的に総所得金額等と同じですが、公的年金等収入の場合、「公的年金等収入－公的年金等
控除－15万円」となるなど、例外があります。
●後期高齢者医療制度加入日の前日に被用者保険（※3）の被扶養者であった人の軽減
　均等割額が5割軽減され（※4）、所得割額はかかりません。
（※3）国民健康保険・国民健康保険組合は該当しません。
（※4）均等割額の軽減が所得により9割軽減、8.5割軽減に該当する人は、それぞれ9割軽減、8.5割軽
減が優先されます。

河内藤園の入園券販売
方法のお知らせ
　河内藤園（八幡東区河内二丁目）周辺の交通
渋滞を緩和するため、4月21日㈯～5月6日㈰
の入園は、コンビニエンスストア（セブンイレブ
ン、ファミリーマート）に設置の端末機で販売中
の日時指定入園券が必要です。現地では販売し
ません。料金など詳細は河内藤園ホームページ
〈http://kawachi-fujien.com/〉をご覧ください。
♥北九州市観光情報コーナー☎541・4189へ。

北
九
州
か
る
か
る
フ
ァ
ン
ド
へ
の

寄
付
金
を
募
集

　
本
市
で
は
、市
民
と
一
体
と
な
っ
て
文

化
活
動
を
展
開
し
て
い
く
た
め
に「
北

九
州
市
文
化
振
興
基
金（
北
九
州
か
る

か
る
フ
ァ
ン
ド
）」へ
の
寄
付
金
を
募
集
し

て
い
ま
す
。集
ま
っ
た
寄
付
金
は
、文
化

芸
術
に
接
す
る
機
会
の
拡
大
や
文
化
活

動
支
援
な
ど
に
つ
な
が
る
さ
ま
ざ
ま
な

事
業
に
幅
広
く
活
用
し
ま
す
。

　
5
0
0
0
円
以
上
の
寄
付
を
し
た
人

に
は
、イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
・作
家
の
リ

リ
ー
・
フ
ラ
ン
キ
ー
さ
ん
が
書
き
下
ろ

し
た
イ
ラ
ス
ト
入
り
の
カ
ー
ド
を
送
り

ま
す
。文
化
施
設
の
窓
口
で
カ
ー
ド
を

提
示
す
る
と
、常
設
展（
各
施
設
1
回
だ

け
）と
開
催
中
の
特
別
展（
希
望
す
る
1

施
設
1
回
だ
け
）に
2
人
ま
で
無
料
で

入
場
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、寄
付
金
の
2
0
0
0
円
を
超

え
る
金
額（
個
人
住
民
税
所
得
割
の
2

割
程
度
が
上
限
）は
、手
続
き
を
す
る
と

住
民
税
や
所
得
税
の
控
除
が
受
け
ら
れ

ま
す
。

【
対
象
と
な
る
文
化
施
設
】　
い
の
ち
の

た
び
博
物
館（
八
幡
東
区
東
田
二
丁
目
）、

美
術
館（
戸
畑
区
西
鞘
ケ
谷
町
）、美
術

館
分
館（
リ
バ
ー
ウ
ォ
ー
ク
北
九
州
5

階
、特
別
展
だ
け
）、松
本
清
張
記
念
館
、

文
学
館（
い
ず
れ
も
小
倉
北
区
城
内
）、

漫
画
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム（
小
倉
駅
北
側
、あ

る
あ
る
Ｃ
ｉ
ｔｙ
5
・
6
階
）、長
崎
街

道
木
屋
瀬
宿
記
念
館（
八
幡
西
区
木
屋

瀬
三
丁
目
）。

　
＃
振
込
取
扱
票
が
付
い
た
リ
ー
フ
レ

ッ
ト
を
各
区
役
所
総
務
企
画
課
な
ど
で

配
布
中
。詳
細
は
市
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ

局
文
化
企
画
課
☎
5
8
2
・
2
3
9
1

へ
。

▲かるかるカード


